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「指定介護予防・認知症対応型共同生活介護 グループホーム桃山台」 

重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

第２８７０８００４３６ 

 

当施設はご契約者に対し指定認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。施設の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１． 施設経営法人 

法 人 名 社会福祉法人 恵 生 会 

代 表 者 理事長 石坂 克彦 

所 在 地 神戸市垂水区桃山台５丁目 1139 番地 3 

電 話 番 号 （０７８）７５１－０００６ 

FAX 番号 （０７８）７５１－７７７０ 

設立年月日 平成７年１０月１６日 

 

２． 施設の概要 

建物の構造 木造平屋建 

延床 面積 ２６２．７０㎡ 

 

 

 

 

併

設

・

隣

接

事

業 

事業の種類 事業所指定番号 利用定員 

（介護老人福祉施設） 

特別養護老人ホーム桃山台ホーム 

 

２８７０８００２４６ 

 

６０人 

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

桃山台ホームショートステイサービス 

 

２８７０８００４４４ 

１日 

１０人 

（通所介護・介護予防通所サービス） 

桃山台ホームデイサービスセンター 

 

２８７０８００４０２ 

１日 

３０人 

（居宅介護支援事業） 

桃山台居宅介護支援事業所 

 

２８７０８０００８９ 

 

－ 

（介護予防支援事業） 

桃山台あんしんすこやかセンター 

 

２８００８０００１９ 

 

  － 

（地域密着型介護老人福祉施設） 

サテライト特養ももやまだい 

 

２８９０８００１４３ 

 

 ２８人 
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３． 施設 

施設の種類 指定認知症対応型共同生活介護・平成１２年４月１日指定 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護・平成１８年４月１日指定 

     神戸市第２８７０８００４３６号 

施設の目的 本事業は、介護保険法令に従い、認知症によって自立した生活が困

難になった利用者に対して、共同生活住居において家庭的な環境の

もとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の援助及び日常生活の中で

の心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利

用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができ

るよう支援することを目的とします。 

施設の名称 グループホーム桃山台 

管 理 者 施設長 石坂 惠美子 （併設・隣接実施事業施設長兼務） 

施設の所在地 神戸市垂水区桃山台５丁目 1144 番地 

施設までの交通機関 ・JR 又は山陽電鉄ご利用の場合 

「垂水駅」で下車、山陽電鉄バス 23 系統（垂水駅東口発）に

乗車し、「桃山台 3 丁目」で下車、北東へ約 500ｍ 

・市営地下鉄ご利用の場合 

「名谷駅」で下車、山陽電鉄バス・神戸市バス 15 系統に乗車

し、「桃山台 3 丁目」で下車、北東へ約 500ｍ 

・お車をご利用の場合 

  第２神明道路「名谷ＩＣ」より北東へ約 2 ㎞ 

電 話 番 号 （０７８）７５１－７１７１ 

ＦＡＸ番号 （０７８）７５１－７１７１ 

受付相談時間 午前９時００分～午後５時３０分 平日：月～金曜日 

開設年月日 平成１１年３月１日 

入居定員 ８名 

 

４． 施設利用対象者 

(1) 当施設に入居できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介 

護」及び「要支援 2」認定者であって認知症の状態であるもの（当該認知症に伴って著

しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその

者の認知症原因となる疾患が急性の状態にある者を除く）。 

(2) 入居契約の締結前に、事業者から感染症等に関する健康診断を受け、その診断書の提出

をお願いする場合があります。 

  このような場合には、ご契約者は、これにご協力くださるようお願いいたします。 
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５． 契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後作成する「介

護サービス計画書（ケアプラン）」で定めます。 

 

６．居室の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 居室・設備の種類 室数 備  考 

個室（ﾄｲﾚ 洗面付）  ８室 浴 室  １室 一般浴槽 

食 堂  １室 共同トイレ  １室  

居 間  １室 事務所  １室  

＊個室（１人部屋：１５．６㎡） 

※居室の変更：ご契約者から居室の変更希望のお申し出があった場合は、居室の空き状況に

より施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合

があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

７．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定認知症対応型共同生活介護サービスを提供する職員とし

て、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守します。 

施設長（管理者） 

     1 名 

業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。 

計画作成担当者 

     １名 

計画作成担当者は、適正なサービスが提供されるよう介護計画を作成す

るとともに、連携する介護老人福祉施設等との連絡・調整を行う。 

介護職員 

   ７名以上 

介護職員は、ご契約者に対し必要な介護及び支援を行う。 

 

８．当施設が提供するサービスと利用料金等 

(1) 介護保険の給付の対象となるサービス 

食事・栄養管理、排泄、入浴（清拭）・着替えの介助等の日常生活上のお世話、日常生活の

中での健康管理、相談・援助等については包括的に提供し、要介護度別に応じて定められ

た金額（省令により変動有り）が自己負担となります。 

但し、入居後 30 日に限り、初期加算分（32 円／日）が割増になります。 

 ご契約者に介護保険料の未納がある場合には自己負担額が異なります。 

 要介護度別利用料につきましては、[別紙]の通りです。表記料金はあくまでも 1日あたり 

 の目安です。実際の精算額とは、端数処理の関係上、若干異なります。 

(2) 介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 
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① レクリエーション、クラブ活動 

   ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができ

ます。 

   利用料金：材料代等の実費をいただく場合があります。 

② 複写物の交付 

 ご契約者は、サービス提供についての記録その他の複写物を必要とする場合には実費 

 相当分として下記の金額をご負担いただきます。 

 1 枚につき     １０円 

③ 日常生活 

 日常生活用品の購入代金等がご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

④ 衣服、スリッパ、歯ブラシ、おしめ、紙パンツ等、日常生活用品の購入を代行いた 

します。費用としては代金の実費をいただきます。 

(3) 管 理 費 （家 賃）   ５５，０００円／月 

(4) 食材料費             ９００円／日 

(5) 光熱水費          １６，５００円／月 

 

＊  (4)食材料費及び(5)光熱水費については、年度毎に個別精算を行います。 

  (4)食材料費は、外泊・入院時の初日及び最終日は外泊日数に含めず費用請求します。 

（欠食が生じた場合においても日額を請求いたします。） 

  (5)光熱水費は、原則月額費用ですが、外泊・入院時においては、当該月の日数にて除し、 

 月額費用から控除します。 

 詳しくは、別紙にてご説明いたします。 

 

＊ 経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがありま 

す。その場合事前に変化の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までにご

説明します。 

 

９．契約の解除及び終了について 

以下の事項に該当した場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくこ

とになります。 

①要介護認定により自立、要支援１と判定された場合 

②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当施設を閉鎖した場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい） 
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⑥事業所から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい） 

 

(1) ご契約者からの退所の申し出 

  契約の有効期間内であっても、ご契約者から当施設に退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。但し、

以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める施設サービスを実施しな

い場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷

つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐

れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

(2) 事業者からの申し出により退所していただく場合 

  以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた

場合 

②ご契約者によるサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告に

もかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等

の財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続し

がたい重大な事情を生じさせた場合 

④ご契約者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす

おそれがあり、あるいは、契約者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがた

い重大な事情が生じた場合 

⑤ご契約者が連続して３ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院

した場合 

⑥ご契約者・ご家族等からの暴力や性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、施設職員の就業環境が害される場合 
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１０．連帯保証人（契約書第１２条参照） 

(1) 契約締結にあたり、連帯保証人をお願いすることになります。 

しかしながら、ご契約者において社会通念上、連帯保証人を立てることができないと考

えられる事情がある場合には、入所契約締結にあたって、連帯保証人の必要はありませ

ん。 

(2) 連帯保証人には、これまで最も身近にいて、ご契約者のお世話をされてきた家族や親族

に就任していただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る趣

旨ではありません。 

(3) 連帯保証人は、ご契約者の利用料等の経済的な債務について、限度額１００万円の範囲

内で契約者と連帯して、その債務の履行義務を負うことになります。 

また、こればかりでなく、ご契約者が医療機関に入院する場合や当施設から退所する場

合においては、その手続きを円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行

ったり、更には、当施設と協力、連携して退所後のご契約者の受入先を確保するなどの

責任を負うことになります。 

(4) ご契約者が入院中に死亡した場合においては、そのご遺体や残置品の引取り等の処理に

ついても、連帯保証人がその責任で行う必要があります。 

また、ご契約者が死亡されていない場合でも、入所契約が終了した後、当施設に残され

たご契約者の残置物をご契約者自身が引き取れない場合には、連帯保証人にこれを引き

取っていただく場合があります。 

これらの引取り等の処理にかかる費用については、ご契約者または連帯保証人にご負担

いただくことになります。 

(5) 連帯保証人が死亡したり、破産宣告をうけた場合には、事業者は、あらたな連帯保証人

を立てていただくために、ご契約者にご協力をお願いする場合があります。 

 

１１．協力医療機関 

名 称 主な診療科 住 所 

余 医院 内科 垂水区桃山台 3 丁目 11－1 

神戸掖済会病院 内科・外科・循環器内科・ 

泌尿器科・脳神経外科 

垂水区学が丘 1 丁目 21－1 

 

１２．苦情相談機関 

(1) 当施設における苦情やご相談は以下の担当者が受け付けます。 

苦情等受付窓口： 施設長  石坂 惠美子 

   第三者委員：中後 寛（社会福祉施設 理事長）・片庭 典子（社会福祉施設 元施設長） 

   受付時間   ： 月～金曜日  ９：００～１７：３０ 
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(2) 行政機関その他受付機関 

兵庫県国民健康保険団体連合会 電話番号（０７８）３３２－５６１７ 

受付時間 ８：４５～１７：１５ （平日） 

神戸市監査指導課介護保険担当 

 

 

   高齢者虐待通報専用電話 

 

電話番号（０７８）３２２－６３２６ 

受付時間 ８：４５～１２：００ （平日） 

    １３：００～１７：３０ 

電話番号（０７８）３２２－６７７４ 

     ８：４５～１７：３０ （平日） 

神戸市消費生活センター 電話番号（０７８）３７１－１２２１ 

受付時間 ９：００～１７：００ （平日） 

 

１３．施設利用にあたっての留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入居されている利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

(1) 面会 

  面会時間  ９：００～１７：３０ 

  来訪者は、必ずその都度面会簿にご記入下さい。 

  感染症等が発生し、感染予防・まん延防止対応のため、面会中止・面会制限等を設ける

場合があります。 

(2) 外出・外泊 

外出、外泊される場合は、３日前までにお申し出ください。 

(3) 所持品の持ち込み 

入居時に持ち込まれる所持品に関しては、事前にご確認下さい。 

(4) 施設・設備の使用上の注意 

・当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活

動などを行うことはできません。 

・ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場

合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。

但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

・ 施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に

復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

 

１４．損害賠償責任について 

(1) 損害賠償 

サービスの実施にともなって、故意又は過失が認められる場合には、ご契約者に生じた

損害について賠償する責任を負います。但し、ご契約者に故意又は過失が認められる場
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合には、事業者は損害賠償責任を減じることができるものとします。 

(2) 損害賠償がなされない場合 

事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償を負いません。とりわけ下記

に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場

合 

② ご契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故

意にこれを告げず、又は、不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生

した場合 

③ ご契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に

もっぱら起因して損害が発生した場合 

④ ご契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にも

っぱら起因して損害が発生した場合 

(3) 損害賠償保険加入先：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

          「介護保険・社会福祉事業者総合保険」 

 

１５．虐待の防止について 

ご契約者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために必要な措置を講じます。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催するとともに、その結 

果について職員等に周知徹底を図ります。 

(2) 虐待の防止のための指針を整備します。 

(3) 職員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定めます。 

(4) 前号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

２ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、 

市区町村等へ報告します。 

 

１６．身体拘束について 

ご契約者に対し身体拘束を原則廃止します。但し、ご契約者又は他の入所者等の生命または

身体を保護するため等緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、「緊急やむを得ない身体拘束に

関する説明書」にてご説明し、同意を得るようにいたします。 

 

１７．感染症の予防及びまん延の防止について 

感染症が発生し、又は、まん延しないように必要な措置を講じます。 

(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催し

ます。 
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(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

(3) 職員等に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。 

 

１８．緊急時の対応について 

サービスの提供中にご契約者に病状の急変が生じた場合は、嘱託医またはご契約者があらか

じめ届け出た連絡先へ連絡するとともに、必要な処置を行います。 

 

１９．事故発生の防止及び発生時の対応について 

安全かつ適切に、サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、事故を

防止するための体制を整備いたします。また、サービス提供等に事故が発生した場合、ご契

約者等に対して必要な措置を講じます。 

 

２０．個人情報の取扱いについて 

個人情報の取扱いについては、個人情報保護規程に則って行います。 別紙「個人情報取扱

業務概要説明書」にて詳細説明を行い、同意を得ます。 

 

２１．記録の保管について 

サービスの提供の記録の保管については、その完結の日から期間を５年といたします。ご契

約者本人及びご家族に限り、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付ができます。 

 

２２．業務継続計画の策定について 

感染症や非常災害の発生時において、ご契約者に対するサービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

※感染症や非常災害の発生時は、職員の出勤率に応じた必要最低限のサービス提供となりま

す。 

 

２３．重要事項の変更 

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じることがある場合には、書面を交付し、口頭に

て説明いたします。 

その際、変更内容についての同意確認書に署名、捺印を戴く場合があります。 
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重要事項の説明について 

  

本書面に基づいて重要事項、及び、個人情報取扱業務概要についての説明を受け、内容に

同意しました。 

 

 令和   年   月   日 

 

契 約 者  住 所                       

                 氏 名                     印 

 

連帯保証人  住 所                       

                氏 名                     印 

                   （入居者との続柄            ） 

 

 

事 業 者  所在地 神戸市垂水区桃山台５丁目 1144 番地     

                名 称 グループホーム桃山台            

                管理者 施設長 石坂 惠美子          印 

                説明者                     印 

(入 居 者) 


